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　厳しい暑さがようやく過ぎた９月は、各学校恒例の運動
会と学校祭の季節です。今年は台風も多く発生し、９月
１５日に予定していた大河・竹沢・みどりが丘小学校の運
動会は、天候を心配しながら翌日の１６日の開催となりま
した。大河小では準備運動から参加し、各学年の徒競走に
声援を送りました。
　続いて訪れた竹沢小では、１・２年生と高齢者の競技「ふ
れあい玉入れ」に出場し、１時間遅れで始まったみどりが
丘小に駆けつけました。
　２２日は八和田・東小川・小川小学校の運動会です。こ
の日も雨が落ちてこないことを祈りながら始まりました。

　八和田小は「全力でとうしを燃やせ八和田っ子」、東小川小の「走りきれ！君が主役だひがしっ子」、小川
小が「こえてゆけ！勝利のとびらのむこうがわ」をテーマにそれぞれ練習成果を思い切りぶつけていました。
　学校祭も続きます。東中は１５日、欅台中は２１日、西中は２２日に「はなのき祭」です。校内のバザー
会場も賑わいをみせました。
　各学校の生徒が主体的に猛暑の中で練習を重ねた吹奏楽や合唱、英語弁論大会、絵画や創作展示、いずれ
も芸術の秋にふさわしいパフォーマンスでした。

町長エッセイ

お 知 ら せ 小川町役場☎ 72–1221　FAX 74–2920

10月１日現在
町の人口と世帯数

世帯数
１２,９９９世帯
前月比 －３

人　口
　３０,１８６人
男　１４,９８０人
女　１５,２０６人
前月比 －４０

あんしんあんぜんのまちづくり 小川警察署
☎７４−０１１０

刑法犯罪発生状況（概数）９月
件    数        　　１５件

前月比
＋８

内　
訳

侵入窃盗 ７
車上ねらい ２
部品ねらい １
万引き １
自転車盗 ３
器物損壊 １

ハガキ詐欺に注意しましょう！！
～ハガキに記載されている内容～（代表的な例）

送り主：総合消費料金未納分訴訟最終通知書
〇貴方の未納されました総合消費料金について契約会社から、訴状申し入れされたことを本状にて報告いたし
　ます。
〇裁判所取下げ最終期日までにご連絡無き場合、管轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状が発行され、記載
　期日に指定の裁判所へ出廷となります。
〇民事訴訟及び裁判取下げ等のご相談に関しましては当センターにて承っておりますので、下記窓口へお問合
　せください。取下げ最終期日 平成〇年〇月〇日。
このようなハガキが届いたら・・・・
★ハガキに書かれた連絡先には絶対に電話しない！！
★不安に感じたら、警察に相談を！！


